
騒音・振動にかかる特定施設の届出について

項　　　目 騒　　音　　規　　制　　法 振　　動　　規　　制　　法
京 都 府 環 境 を 守 り 育 て る 条 例

（ 騒 音 ・ 振 動 ）
添　　付　　書　　類 届 出 期 限 及 び 提 出 部 数

新　　　設
「特定施設設置届出書」
（様式第１）

「特定施設設置届出書」
（様式第１）

「特定施設設置（使用）届出書」
（第４号様式）

「別紙」
「事業所の位置図」
「特定施設の配置図」
※機械のカタログがあれば、写
しを添付ください。

工事開始３０日前まで
２部提出

「特定施設の種類ごとの数変更届出書 」
（様式第３）

「特定施設の種類及び能力ごとの数、
　特定施設の使用の方法変更届出書 」
（様式第３）

「特定施設の種類及び能力ごとの
　数変更届出書」
（第６号様式）

「騒音の防止の方法変更届出書」
（様式第４）

「振動の防止の方法変更届出書」
（様式第４）

「新たに追加された特定施設の届出書 」
（第７号様式）

氏名等変更
「氏名等変更届出書」
（様式第６）

「氏名等変更届出書」
（様式第６）

「氏名等変更届出書」
（第８号様式）

なし
変更後３０日以内
１部提出

廃　　　止
「特定施設使用全廃届出書」
（様式第７）

「特定施設使用全廃届出書」
（様式第７）

「特定施設使用全廃届出書」
（第１０号様式）

なし
廃止後３０日以内
１部提出

承　　　継
「承継届出書」
（様式第８）

「承継届出書」
（様式第８）

「承継届出書」
（第１１号様式）

なし
承継後３０日以内
１部提出

※騒音規制法ならびに振動規制法に基づく届出は指定地域（工業専用地域及び市街化調整区域以外）のみ必要ですが、京都府環境を守り育てる条例に基づく届出は市内全域が対象となります。

　また、法律と条例の両方に該当する特定施設は、法律に基づく届出を行ってください。

騒音・振動にかかる規制基準について

第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域
第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域

第 １ 種 区 域 以 外 の 住 居 地 域
近隣商業地域、商業地域

準　工　業　地　域
工　　業　　地　　域

区　　　　　　分 第　１　種　区　域 第　２　種　区　域 第　３　種　区　域 第　４　種　区　域

朝　　　　　午前６時～午前８時 ４０ｄB ４５ｄB ５５ｄB ６０ｄB

昼間　　　　午前８時～午後６時 ４５ｄB ５０ｄB ６５ｄB ７０ｄB

夕　　　　午後６時～午後１０時 ４０ｄB ４５ｄB ５５ｄB ６０ｄB

夜間　午後１０時～翌日午前６時 ４０ｄB ４０ｄB ５０ｄB ５５ｄB

区　　　　　　分

昼間　　　　午前８時～午後７時

夜間　　午後７時～翌日午前８時

※区域によっては、学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね５０ｍの区域内における当該基準は、５ｄBを減じた値とする場合があります。

　指定地域外（工業専用地域及び市街化調整区域）については、規制基準はありません。
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変　　　更

「別紙」
「事業所の位置図」
「特定施設の配置図」
※機械のカタログがあれば、写
しを添付ください。

工事開始３０日前まで
２部提出

騒　　　音

振　　　動

第　　１　　種　　区　　域

６０ｄB

５５ｄB

第　　２　　種　　区　　域

６５ｄB

６０ｄB

用　　　途　　　地　　　域


